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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療用デバイスの位置決めを支援するための装置であって、
　撮像装置によって獲得された対象物のＸ線投影画像を受信するための入力ポートと、
　前記対象物、及び／又は前記対象物内若しくはその周囲に位置する医療用デバイスに関
する長さ情報をユーザが読み取ることを可能にするために、前記Ｘ線投影画像上にオーバ
ーレイされるバーチャルゲージを画面上に表示するために生成するユーザインターフェー
ス発生器と
を備え、
　前記ユーザインターフェース発生器が、前記対象物の前記Ｘ線投影画像を獲得する際の
前記撮像装置の撮像幾何学設定に基づいて前記バーチャルゲージの目盛りを自動的にスケ
ール調整すると共に、前記Ｘ線投影画像上にオーバーレイされる第１のマーカ及び該第１
のマーカから所定の距離に配置される第２のマーカを前記画面上に表示するために生成し
、
　前記第１のマーカ及び前記第２のマーカが、それぞれ、前記医療用デバイスの次の適用
位置及び前記医療用デバイスの直前の適用位置を示し、前記第１のマーカ及び前記第２の
マーカのそれぞれの位置が方向を定義し、
　前記ユーザインターフェース発生器が、前記方向を、前記バーチャルゲージの向きと自
動的に整合するように動作可能である、装置。
【請求項２】
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　ユーザインターフェース発生器の自動スケール調整動作が、前記Ｘ線投影画像内の前記
医療用デバイスのフットプリントのセグメント化にさらに基づく、請求項１に記載の装置
。
【請求項３】
　目盛り間距離は自然距離単位で表現されるか前記自然距離単位に関係して表現され、前
記自然距離単位と、画面上で対応する画素数との間の単位変換は、前記撮像装置の前記撮
像幾何学設定に基づく、請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
　前記ユーザインターフェース発生器が、前記バーチャルゲージを画像平面上の位置にオ
ーバーレイするように動作し、前記位置がユーザ定義されるか、又は前記ユーザインター
フェース発生器が、予め設定された長さ値に基づいて前記位置を自動的に決定するように
動作する、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記バーチャルゲージがリードラインを含み、
　前記方向が、前記リードラインによって前記画面上に示され、
　ｉ）前記マーカの少なくとも一方が、前記リードラインを横切って延びるように表示さ
れる棒状の線分である、又は
　ｉｉ）２つの前記マーカの少なくとも一方が、十字線記号として表示される、請求項１
乃至４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　医療用デバイスの位置決めを支援するための装置であって、
　撮像装置によって獲得された対象物のＸ線投影画像を受信するための入力ポートと、
　前記対象物、及び／又は前記対象物内若しくはその周囲に位置する医療用デバイスに関
する長さ情報をユーザが読み取ることを可能にするために、前記Ｘ線投影画像上にオーバ
ーレイされるバーチャルゲージを画面上に表示するために生成するユーザインターフェー
ス発生器と
を備え、
　前記ユーザインターフェース発生器が、前記対象物の前記Ｘ線投影画像を獲得する際の
前記撮像装置の撮像幾何学設定に基づいて前記バーチャルゲージの目盛りを自動的にスケ
ール調整すると共に、前記Ｘ線投影画像上にオーバーレイされる第１のマーカ及び該第１
のマーカから所定の距離に配置される第２のマーカを前記画面上に表示するために生成し
、
　前記第１のマーカ及び前記第２のマーカが、それぞれ、前記医療用デバイスの次の適用
位置及び前記医療用デバイスの直前の適用位置を示し、前記第１のマーカ及び前記第２の
マーカのそれぞれの位置が方向を定義し、
　前記バーチャルゲージがリードラインを含み、
　前記方向が、前記リードラインによって前記画面上に示され、
　ｉ）前記マーカの少なくとも一方が、前記リードラインを横切って延びるように表示さ
れる棒状の線分である、又は
　ｉｉ）２つの前記マーカの少なくとも一方が、十字線記号として表示される、装置。
【請求項７】
　前記医療用デバイスが、一度に１点で前記対象物を除神経するのに適した通電可能な除
神経カテーテルアセンブリであり、各点が、前記位置のそれぞれに対応し、前記位置のそ
れぞれで前記除神経カテーテルアセンブリに通電すると、前記除神経カテーテルアセンブ
リが信号を発出する、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記対象物が、ヒト又は動物患者の腎動脈である、請求項１乃至７のいずれか一項に記
載の装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一項に記載の装置と、
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　１つ又は複数の画像を供給するＸ線撮像装置と、
　前記１つ又は複数の画像を表示するための画面と、
　前記１つ又は複数の画像によって支援される除神経インターベンション用の除神経カテ
ーテルアセンブリ又はシステムと
を備える、医療用撮像システム。
【請求項１０】
　医療用デバイスの位置決めを支援するための装置の作動方法であって、
　入力ポートにおいて、対象物、及び／又は前記対象物内若しくはその周囲に位置する医
療用デバイスのＸ線投影画像を受信するステップと、
　ユーザインターフェース発生器により、表示のためにバーチャルゲージを前記Ｘ線投影
画像上で自動的に整合し、且つオーバーレイするステップであって、それによって、前記
バーチャルゲージの方向が、
　ｉ）前記医療用デバイスの向き、及び／又は
　ｉｉ）前記対象物の向き
と整合されるステップと、
　前記ユーザインターフェース発生器により、前記対象物又は医療用デバイス向きの変化
を検出すると、前記方向を整合し直すステップと、
　前記入力ポートにおいて、前記対象物内又はその周囲の前記医療用デバイスの現在の適
用位置を示す信号を受信するステップと、
　前記ユーザインターフェース発生器により、前記Ｘ線投影画像上にオーバーレイされる
マーカを画面上に表示するために生成するステップであって、前記マーカが、前記現在の
適用位置から第１の所定の距離で、前記医療用デバイスのための次の適用位置を示すステ
ップと、
　前記ユーザインターフェース発生器により、第２の適用位置を示す信号の受信に応答し
て、前記次の適用位置から第２の所定の距離にある前記第２の適用位置に関する第２のマ
ーカをオーバーレイするステップと
　前記ユーザインターフェース発生器により、前記マーカ及び前記第２のマーカのそれぞ
れの位置が定義する方向を、前記バーチャルゲージの向きと自動的に整合させるステップ
と
を含む、方法。
【請求項１１】
　処理ユニットによって実行されるときに請求項１０に記載の方法のステップを実施する
、請求項１乃至９のいずれか一項に記載の装置を制御するためのコンピュータプログラム
。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のプログラムを記憶したコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用デバイスの位置決めを支援するための装置、医療用デバイスの位置決
めのための方法、撮像システム、コンピュータプログラム要素、及びコンピュータ可読媒
体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　世界中で最もよく見られる医学的状態の１つは、高血圧である。製薬会社は、これに応
えて、治療用の多様な抗高血圧薬を開発している。
【０００３】
　残念ながら、そのような薬物に反応しない患者もいる。そのような非反応性の患者のう
ち幾らかの患者においては、患者の交感神経系が、常に「闘争又は逃走（fight-or-fligh
t）」の状態、即ちストレス状態に身体を保つように作用することが判明している。その
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ような状態の維持は、正確には、比較的高いレベルで血圧を維持することを含む。このた
めに、交感神経系は、身体の腎臓に神経組織を介して信号を送信して、多量のレニンを生
成するように腎臓に命令する。この酵素は、ヒトの代謝に使用されて、例えば身体にわた
る動脈狭窄を調整し、従って高血圧を引き起こして維持する。
【０００４】
　この状況に対処するために、腎除神経と呼ばれるインターベンション処置が開発されて
いる。腎除神経では、特別に適合された通電可能なカテーテルが腎動脈内に導入される。
カテーテルは、動脈の壁内にあってそれぞれの腎臓の内外に延びる神経組織を少なくとも
一部非活性化させるために使用される。即ち、それにより交感神経系と腎臓との間の連絡
が減らされて、レニン生成を減少させ、最終的には血圧を低下させる。
【０００５】
　しかし、それらの除神経システム若しくはカテーテル、又は同様のインターベンション
機器の操作は時として難しいことが判明している。また、これは、期待ほどの治療結果を
もたらさないこともある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、除神経処置中に医療従事者を支援するための装置が必要であり得る。
【０００７】
　本発明の目的は、独立請求項の主題によって解決され、更なる実施形態は、従属請求項
に組み込まれる。以下に記載の本発明の態様は、医療用デバイスの位置決めのための方法
、撮像装置システム、コンピュータプログラム要素、及びコンピュータ可読媒体にも同様
に当て嵌まることに留意すべきである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様によれば、医療用デバイス（除神経カテーテルなど）を位置決めす
るための装置が提供される。この装置は、
　撮像装置によって獲得された対象物のＸ線投影画像を受信するための入力ポートと、
　対象物及び／又は前記対象物内若しくはその周囲に位置する医療用デバイスに関する長
さ又は位置情報をユーザが読み取ることを可能にするために、画像上にオーバーレイされ
るバーチャルゲージを生成して、画面上に表示するように構成されたユーザインターフェ
ース発生器とを備える。ユーザインターフェース発生器は、バーチャルゲージをデバイス
又は対象物の向きと自動的に整合させるように、及び／又は対象物若しくはデバイスの長
さに対してゲージの長さ及び／又は目盛りを自動的にスケール調整するように構成される
。画像の受信時に整合が行われるため、整合は自動である。幾つかの実施形態では、ゲー
ジを含む画像が表示された後にもユーザインターフェース発生器が入力を受け取るため、
整合動作（又は本明細書で述べられるユーザインターフェース発生器の動作の全て若しく
は幾つか）は、更に（又は代わりに）半自動である。この場合、前記新たに又は後に提供
されたユーザ入力に基づいて、又は撮像幾何学の変化、例えばテーブル移動など撮像装置
からクエリされた入力に基づいて、インターフェース発生器は、既に表示されたゲージを
変更するように動作する。
【０００９】
　本明細書で使用されるとき、「ゲージ」は、定規、直定規、又は特に曲線用途では測定
テープ、リボン、若しくはコードのグラフィカル表現を含む。これは、オペレータが現実
的に距離を読み取ることを可能にし、又はユーザが除神経カテーテルなどインターベンシ
ョンツールを位置決めするのを補助する。
【００１０】
　一実施形態によれば、ユーザインターフェース発生器は、オーバーレイされたバーチャ
ルゲージをデバイス又は対象物の向きと自動的に整合させるように、及び／又は対象物若
しくはデバイスの長さに対してゲージの長さ及び目盛りを自動的にスケール調整するよう
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に構成される。画像内のバーチャルゲージは、画面上での測定及び位置決めの補助として
適合されてデジタルで表現されるデバイス及び／又はＲＯＩである。一実施形態では、ゲ
ージは、デバイス及び／又は対象の臓器のフットプリントに関して、自動又は少なくとも
半自動でスケール調整され、方向付けられ、及び位置決めされる。
【００１１】
　定規又はゲージは、前記定規を表現するために使用されるＧＵＩウィジェット又は同様
の画素情報であるという意味合いで、バーチャルである。前記典型的な画素情報は、減衰
には何ら関係しない。現在の実用例に従ってＸ線画像獲得中に「現実」の物理的定規が患
者に配置される場合、そのような減衰が生じるであろう。即ち、そのような物理的定規又
は同様の測定デバイスは最早必要とされない。本明細書で提案されるバーチャルゲージは
、患者の快適さを高め、除神経カテーテルのより正確な動作を可能にする。また、バーチ
ャルゲージは、曲線用途におけるバーチャル分度器としても表示され得る。曲線状か直線
状かに関わらず、セグメント化装置は、画像（例えば、蛍光透視Ｘ線画像、本明細書では
以後「蛍光透視画像」とも呼ぶ、又は血管造影図、本明細書では以後「血管造影画像」と
呼ぶ）から関連の構造を抽出し、目盛りの配置のために前記構造に沿った弧長（曲線構造
に関して）を計算するように動作する。
【００１２】
　一実施形態によれば、ユーザインターフェース発生器（ＵＩＧ）の自動スケール調整動
作は、画像内のデバイスのフットプリントのセグメント化、及び／又は撮像装置の撮像幾
何学設定に基づく。セグメント化された臓器又はデバイスフットプリントの向きが導出さ
れ、ゲージは、フットプリントに平行な前記向きに沿って、前記臓器及び／又はデバイス
フットプリントからユーザ定義可能に配置される。
【００１３】
　一実施形態によれば、ユーザインターフェース発生器（ＵＩＧ）は、整合されたバーチ
ャルゲージ（ＤＲ）を画像平面上の位置にオーバーレイするように動作し、前記位置はユ
ーザ定義されるか、又はユーザインターフェース発生器が、予め設定された長さ値に基づ
いて前記位置を自動的に決定するように動作する。予め設定される値は、対象の検査又は
検査の種類に関係する。例えば、腎除神経では、平均の腎動脈の長さが知られており、適
切なユーザ入力手段を介してユーザによって提供されてよく、又は、検査及び／又は臓器
タイプをユーザが指定したときに医療データベースから検索されてもよい。
【００１４】
　一実施形態によれば、入力ポート（又は別の入力インターフェース）は、前記対象物内
又はその周囲の医療用デバイスに関する、又は医療用デバイスの現在の適用位置を示す信
号を受信するように構成される。ユーザインターフェース発生器は、前記画像にオーバー
レイされるマーカを生成して、画面上に表示するように動作する。マーカは、前記現在又
は前の適用位置から第１の所定の距離で、デバイスのための次の適用位置を示す。発生器
は、第２の適用位置を示す信号を前記入力ポートで受信すると、次の適用位置から第２の
所定の距離にある前記第２の適用位置に関する第２のマーカをオーバーレイするように応
答する。１つ又は複数のマーカが、バーチャルゲージの向き／方向に従うようにバーチャ
ルゲージに沿って表示される。
【００１５】
　一実施形態によれば、適用位置は、アクション点、即ち特定のタスクを提供するために
医療用デバイスが使用される位置とみなされ得る。１つの適用分野は、装置が除神経イン
ターベンション中に使用されるものであり、ここで、除神経カテーテルの先端は、正確に
特定のパターンで位置決めされる必要があり、例えば腎動脈内の神経組織を繰り返し１点
毎に焼き焦がし、又は燃焼（それにより焼灼）する。
【００１６】
　次いで、それぞれのマーカが、焼灼部位の位置（デバイス適用位置）、即ち除神経カテ
ーテルが適用されている（「現在の」又は「前の」）場所、又はカテーテルが次に適用さ
れることが意図される場所を印付ける。ユーザインターフェース発生器によって生成され
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る１つ又は複数のマーカは、現在のＸ線投影画像に重畳されるバーチャルマーカである。
一実施形態によれば、このマーカは、連続する次の位置の任意の１つに関するそれぞれ１
つのマーカであり、医療用デバイスが１つの位置から次の位置に移動するときに表示され
る。即ち、第１のマーカは、第２のマーカが表示されると消去される。しかし、他の実施
形態では、２つのマーカが同時に表示され、それにより、任意の時点で常に正確に２つの
マーカが表示され、この実施形態は、アクション位置の全ての点又は最新のｎ（ｎ≧２）
個の前の点を表示するように拡張され得る。
【００１７】
　一実施形態では、トラッカマーカも存在し、トラッカマーカは、画像のシーケンスにわ
たって、例えばカテーテルの先端に対して取られたデバイスの実際の現在の位置を追跡す
る。例えば、デバイスが前の焼灼部位から次の焼灼部位に向けて進むとき、現在の先端位
置に関するこのマーカは、一般に、デバイス適用位置に関するマーカとは異なる。このト
ラッカマーカは、１つ又は複数のアクション点位置マーカと並べて表示される。即ち、装
置は、現在のアクション点／位置に対する医療用デバイスの動作に関する動的な標的表示
を提供する。
【００１８】
　画像は、表示されるとき、カテーテルの投影図又は投影図プロファイル（「フットプリ
ント」）を少なくとも示し、現在の焼灼点を元にしてオペレータを次の焼灼点に誘導する
。これは、カテーテル先端に関する次の位置を視覚的に推測する必要をなくし、また、Ｘ
線獲得中に患者に配置される物理的定規又はゲージの、誤差が生じやすく煩雑である使用
をなくす。マーカは、十字レチクル又は単純な線分など多くの形状でオーバーレイされ得
る。オペレータが腎動脈を通して除神経カテーテルを進めるとき、マーカのシーケンスが
生成される。
【００１９】
　本明細書で提案される装置は、オペレータが、記憶する労力を伴わずに、次の焼灼が適
用されるべき次の標的位置に「照準合わせ（zero-in）」する、即ち注視するのを補助す
る。操作者は、前の焼灼点を忘れてもよく、次の位置に完全に注視することができる。装
置は、オペレータが、均一な焼灼点パターンを迅速且つ簡便に実現するのを補助する。
【００２０】
　一実施形態によれば、マーカシーケンスは、関連の臓器（例えば腎動脈）及び／又は医
療用デバイスの位置と整合された方向に沿って進む。対象の解剖学的構造の知識、及びイ
ンターベンション中に蛍光透視又は血管造影画像を獲得するために使用される撮像装置の
幾何形状の知識が使用され得る。例えば、腎除神経処置の設定時、関連の腎動脈は通常、
画像にわたって水平に示される。この実施形態によれば、マーカのシーケンスも同様に水
平に進み、それにより関連の解剖学的構造の寸法に従う。しかし、例えば医療用デバイス
が湾曲経路に沿って延びる他の実施形態では、ユーザインターフェース発生器は、この湾
曲状況に自動的に適合し、従って、マーカのシーケンスは、関連の臓器フットプリントの
湾曲した末端及び／又は医療用デバイスの湾曲したフットプリントに沿って進む。マーカ
が進むべき全長は、バーチャルゲージに対する上述の予め設定された長さに従って定義さ
れる。同様の長さ値は、ゲージが使用されない場合にはユーザ若しくはデーターベースク
エリによって提供されてよく、又は、所与のインターベンションのためにマーカのシーケ
ンスが進むべき長さに関して同じ値が使用され得る。
【００２１】
　前述のように、ゲージは曲線用途で使用されてもよく、その場合、ゲージは、角度距離
及び／又は位置の読取り（即ち視認による決定）も可能にするために、バーチャル分度器
の形状を取り得る。この場合、セグメント化装置は、関連の構造を抽出し、経路の弧長が
前記構造に沿って計算される。前記経路に沿った弧長は、次いで、適正な「測地線」距離
で１つ又は複数のマーカを配置するために使用される。従って、除神経カテーテル又は同
様のインターベンションツールの正確な位置決めは、曲線状の環境でさえ実現され得る。
【００２２】
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　一実施形態によれば、マーカ及び／又は定規若しくはゲージは対話型であり、オペレー
タは、マウスなどのポインタツールを使用して、追加の臨床的に重要な情報を呼び出すこ
とができ、例えば、デジタルゲージ及び／又はマーカをクリックしてＧＵＩウィンドウの
ポップアップを行って、テキスト情報を表示するか、テキストでのユーザ対話を提供する
。一実施形態では、（装置によって）提案される次のマーカ位置は、例えば血管内の石灰
化の存在を考慮に入れるためにユーザによって「編集」されてもよく、即ちユーザによっ
て変更されてもよく、石灰化の位置での焼灼がより良く回避される。所要の焼灼点間隔に
は安全マージンが存在し、それにより、ユーザは、装置によって示された次の焼灼点位置
に対する微調節を行う幾らかの自由を有する。しかし、ユーザが前記安全マージンを越え
るように調節することを試みる場合（例えばユーザが前の焼灼点に近すぎる焼灼点を設定
することを試みる場合）、その旨のエラーメッセージが発出される。一実施形態では、装
置は、ユーザがその点で除神経を実施するのを防止するために、除神経発生器に「ディス
エーブル」信号を発出することさえあり得る。
【００２３】
　一実施形態によれば、目盛りは、所要の焼灼間隔に対応し、即ち、定規ＤＲでの任意の
２つの直に連続する目盛り間の距離は、画素単位での所要の焼灼点間隔に等しい。
【００２４】
　一実施形態によれば、任意の２つの連続する目盛り間の距離は、ユーザ選択可能な物理
的尺度、例えばｍｍ、ｃｍ、及びインチなどに対応し、やはり、画面上でバーチャル定規
に画素単位で表現される。
【００２５】
　一実施形態によれば、それぞれの現在のカテーテル位置を示す信号は、インターベンシ
ョンのために使用される特定の除神経ツールとインターフェースすることによって取得さ
れる。しかし、一実施形態によれば、そのようなインターフェースは必要とされず、シス
テムは、現在の除神経点を決定するために画像のシーケンスのみに基づく。マーカ距離及
びデジタル定規の目盛りのスケール調整は、それらのマーカに従うカテーテル先端位置の
移動が所望の距離で現実の位置決めを行うように調節される。インサイチュでの焼灼点間
の実際の物理的距離が関心事であるため、マーカ間又は目盛り間の画面上での距離は、画
素単位ではなく、自然距離単位（例えばｍｍ）で表現されるか、又は自然距離単位に関係
付けられる。物理的距離を画素距離（マーカ及びゲージ目盛りは画素領域で見られる）に
変換するために、単位変換が定義され得る。一実施形態によれば、このｍｍ／画素関係は
、既知と仮定され得るカテーテル先端又はガイドワイヤなどデバイスの特徴的な部分の画
像の１つのフットプリント（投影図）を考慮することによって導出され得る。デバイスの
先端部分のフットプリントは、製造業者の製品仕様から取得され得る先端の物理的寸法及
び形状の知識に基づいて画像内でセグメント化（「抽出」）、即ち識別される。このとき
、この知識は、存在する画素数を選択された長さ単位に変換するための自然基準を提供す
る。別の実施形態は、ｍｍ／画素関係を近似するために、投影画像を獲得するときに使用
されるＸ線撮像装置の撮像幾何学を利用する。対象領域、例えば関連の腎動脈が撮像装置
のアイソセンタにあると仮定される場合、ｍｍ／画素対応関係は、選択されたＳＩＤ（Ｘ
線源－検出器距離）によって引き起こされるＸ線ビームの発散から導き出され得る。次い
で、この関係は、考慮中の血管全体にわたるｍｍ／画素関係に関する近似として使用され
得る。
【００２６】
　腎除神経に関連して再び参照すると、ユーザ制御された除神経中のカテーテルの進行は
、ライブ蛍光透視画像ＩＭのシーケンスによって監視され、ライブ蛍光透視画像は、前記
シーケンス中に画面Ｍ上に表示される。制御装置は、１つ又は複数のマーカが、それらが
表示されるときに前記ライブ蛍光透視画像のそれぞれにオーバーレイされるように動作す
る。それにより、制御装置の前記動作は、ユーザが、ライブ蛍光透視画像シーケンス全体
にわたってマーカを観察でき、引戻し段階でマーカが腎動脈を通って前の焼灼点位置から
次の焼灼点位置に１箇所ずつ前進するように成されるときにカテーテル先端の位置をより
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良く制御できることを保証する。ここで、次の焼灼は、動脈壁でのそれぞれの位置で適用
され得る。典型的な除神経インターベンションは、約４～６個の１点毎の焼灼を適用する
ことを含み、各焼灼点位置に関するそれぞれのマーカは、カテーテル先端Ｔがそれぞれの
位置に接近しているときにそれぞれの蛍光透視画像で順次に表示される。連続する焼灼位
置マーカは、所要の間隔距離で表示され、この距離は、ユーザ設定可能であり、前述のよ
うな腎除神経に関しては通常は５ｍｍ程度である。即ち、インターベンションの過程中、
制御装置は、焼灼位置マーカのシーケンスが設定可能な方向ｄで画像平面にわたって「伝
播している」ものとして表示されるように動作する。焼灼マーカの伝播方向は、カテーテ
ルのフットプリント又は対象の臓器のフットプリントに自動的に整合される。
【００２７】
　任意選択的に、又は自動的に、マーカの少なくとも１つは、前記リードラインを横切っ
て延びるように表示される棒状又はライン要素である。リードラインは、バー要素でよく
、画像を横切るリボン又はバンドとして延びていてもよく、又は実際に、曲線状の対象物
及び／若しくはデバイスに関する曲線状のバンド若しくは曲線でもよい。
【００２８】
　本明細書では、腎除神経及びそれぞれのカテーテルを参照して装置の使用が説明されて
いるが、提案される装置は、正確な位置決めが必要とされる他の文脈でも良好に使用され
得ることを理解されたい。例えば、ＲＦ（高周波）注射針を使用する腫瘍焼灼インターベ
ンションにおいても、提案される装置の適用が考えられる。
【００２９】
　一実施形態によれば、Ｘ線投影画像は、Ｘ線撮像装置によって獲得される。インターフ
ェース発生器の整合及び／又はマーカ位置決め動作は、前記画像内の医療用デバイスのＸ
線フットプリントのセグメント化動作、又は前記画像若しくは対象物Ｘ線画像（血管造影
画像）内の対象物のＸ線フットプリントのセグメント化動作に基づく。
【００３０】
　一実施形態によれば、デバイスは、それぞれの位置にあるとき、若しくはそれぞれの位
置で動作するときに前記第２の信号を発出し、又は、デバイスが前記次の位置に達したと
きに前記第２の信号が発出される。
【００３１】
　一実施形態によれば、マーカの少なくとも１つは、前記方向を横切って延びる若しくは
進むように表示された実線、破線、点線、若しくは棒状の線分であり、又は、２つのマー
カの少なくとも一方が、十字線記号、山形記号、円、ドットの任意の１つ又は組合せとし
て表示される。当然、人間ユーザが画面上の位置を容易に見分けるための補助となる他の
グラフィカル記号も使用され得る。
【００３２】
　次に、本発明の例示的実施形態を、以下の図面を参照して述べる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】除神経インターベンション中の腎動脈の図を示す。
【図２】除神経インターベンションを支援するための構成を示す。
【図３】図１の拡大図である。
【図４】グラフィカルユーザインターフェースを示す図２の詳細図である。
【図５】医療用デバイスの位置決めを支援する方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　図１を参照すると、ヒト又は動物の身体に関する腎除神経における関連の解剖学的状況
ＲＯＩに関する概略図が示されている。流入腎動脈ＲＡが、心門ＯＳで大動脈Ａから分岐
する。腎動脈ＲＡは、腎臓Ｋがそこを通して血液を供給される管路を形成する。血管壁又
は腎動脈ＲＡには神経組織ＮＴが張り巡らされ、神経組織ＮＴを介して、中枢神経系が腎
臓Ｋに情報を連絡して、とりわけ腎臓Ｋのレニン生成を制御する。また、この図は、発散
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する一連の円弧によって図１に概略的に示される通電可能な先端Ｔを有する除神経カテー
テルＤＣのインサイチュ位置も示す。前記除神経カテーテルＤＣの動作を、以下により詳
細に説明する。
【００３５】
　図２は、ヒト又は動物の身体での腎除神経処置を支援するための構成を示す。この構成
は、Ｘ線撮像装置１００と除神経システムＤＳとを含む。図２は、Ｃアームタイプの撮像
装置１００を示すが、他の撮像装置構成も使用され得ることを理解されたい。
【００３６】
　撮像装置１００は、剛性のＣアームＣＡを含み、剛性のＣアームＣＡの一端には検出器
Ｄが取り付けられ、他端にはＸ線管ＸＲ及びコリメータＣＯＬ（本明細書では以後、まと
めてＣ－Ｘアセンブリと呼ぶ）が取り付けられている。Ｘ線管ＸＲは、一次放射Ｘ線ビー
ムＰＲを発生して放出するように動作し、Ｘ線ビームＰＲの主方向は、ベクトルｐによっ
て概略的に示される。コリメータＣＯＬは、ＲＯＩに対して前記Ｘ線ビームをコリメート
するように動作する。
【００３７】
　投影画像が様々な投影方向ｐに沿って獲得され得るように、アームＣＡの位置は調節可
能である。アームＣＡは、検査テーブルＸＢの周りで回転可能に取り付けられる。アーム
ＣＡ及びそれと共にＣＸアセンブリは、ステッパモータ又は他の適切なアクチュエータに
よって駆動される。
【００３８】
　撮像装置１００の全体的な動作は、オペレータによってコンピュータコンソールＣＯＮ
から制御される。コンソールＣＯＮは、画面Ｍに結合される。オペレータは、例えば前記
コンソールＣＯＮに結合されたジョイスティック、ペダル、又は他の適切な入力手段を作
動させることによって、個々のＸ線露光を解放することにより、前記コンソールＣＯＮを
介して任意の１回の画像獲得を制御することができる。
【００３９】
　インターベンション及び撮像中、検査テーブルＸＢ（及びそれと共に患者ＰＡＴ）は、
検出器ＤとＸ線管ＸＲとの間に位置決めされ、それにより、病変部位又は任意の他の関連
の対象領域ＲＯＩが一次放射ビームＰＲによって照射される。
【００４０】
　一般に、画像獲得中、コリメートされたＸ線ビームＰＲがＸ線管ＸＲから発し、前記領
域ＲＯＩで患者ＰＡＴを通過し、前記領域ＲＯＩ内の物質との相互作用によって減衰を受
け、そのようにして減衰されたビームＰＲは、次いで、複数の検出器セルで検出器Ｄの表
面に当たる。（前記一次ビームＰＲの）個々の光線によって衝突される各セルは、対応す
る電気信号を発出することによって応答する。次いで、前記信号の集合が、データ獲得シ
ステム（「ＤＡＳ」－図示せず）によって、前記減衰を表すそれぞれのデジタル値に変換
される。ＲＯＩを構成する有機物質の密度が、減衰のレベルを決定する。高い密度の材料
（例えば骨）は、より低い密度の材料（例えば血管組織）よりも高い減衰を引き起こす。
そのようにして登録された各線（Ｘ線）に関するデジタル値の集合は、次いで、デジタル
値のアレイに統合されて、所与の獲得時間及び投影方向に関するＸ線投影画像を形成する
。
【００４１】
　除神経システムＤＳは、除神経カテーテルＤＣと連絡する（高周波（ＲＦ）エネルギー
を発生するための）発生器Ｇを含む。除神経処置は、血管形成術と同様の血管内処置であ
る。ユーザ（本明細書ではオペレータとも呼び、例えば画像下治療医である）が、例えば
患者ＰＡＴの上腿の大腿動脈を通して除神経カテーテルＤＣを挿入し、腎動脈ＲＡ内に通
す。カテーテルＤＣは、可撓性ガイドワイヤを含む。このカテーテルは、心門ＯＳに配置
されたマイクロカテーテルＭＣによって支持される。カテーテルＤＣの先端Ｔが腎動脈Ｒ
Ａ内部の所望の位置に来ると、先端Ｔは、動脈内壁と接触するようにされ、除神経カテー
テルＤＣは、発生器Ｇの作動によって通電されて、制御された量の高周波エネルギーを送
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達し、カテーテル先端Ｔが現在位置し、血管の壁に接触している点で、神経組織の１点毎
の焼き焦がし又は焼灼を行う。腎除神経処置は、撮像装置１００が除神経処置中に「ライ
ブ」蛍光透視Ｘ線投影画像ＩＭ（「蛍光透視画像」）又は血管造影図（「血管造影画像」
）のシーケンスを獲得するように動作することによって、画像制御される。
【００４２】
　図３は、除神経処置をより明瞭に説明するために、図１の状況の拡大図を示す。カテー
テルＤＣの先端Ｔは、最初に、大動脈Ａを通して腎動脈ＲＡ内に進められ、次いで腎臓Ｋ
に、即ち大動脈Ａの遠位に位置決めされる。次いで、画像制御された遠位から近位への引
戻しシーケンス（矢印ＤＴＰとして示される）で、カテーテルＤＣは、オペレータによっ
て腎臓Ｋから大動脈Ａに向けて引き戻され、その間、先端Ｔは腎動脈ＲＡの壁との接触を
保ち、且つ先端Ｔは、腎動脈ＲＡ内壁に円を描くように成される。従って、先端Ｔは、動
脈内壁に螺旋を描き、カテーテル先端Ｔは、特定の焼灼又は焼き焦がし位置ＣＰにしばら
く留まるように成されて、ＲＦエネルギーを１点毎に送給して、それらの各点での神経組
織ＮＴの焼灼を一度に１点ずつ行う。このようにすると、カテーテルＤＣが引戻し中に「
ストップアンドゴー（stop-and-go）」で引き戻される間に、腎動脈ＲＡの内壁に焼灼又
は焼き焦がし点ＣＰの理想的に均一なパターンが適用されて、治療が行われる。除神経処
置の効果は、腎動脈壁ＲＡに適用された焼き焦がし／焼灼点のパターンの均一性に大きく
依拠することが判明している。各隣接する焼き焦がし点ＣＰ間の間隔がより均一であれば
あるほど、より効果的に血圧が低下する。離散的な個々の１点毎のＲＦ焼灼操作は各焼灼
点で約２分間続き、各腎動脈毎に、長手方向及び円周方向で離隔された４～６個の焼灼点
が実現される。焼灼点ＣＰは、腎動脈ＲＡの軸に沿って長手方向で測定されたときに最小
で５ｍｍの間隔（本明細書では以後「所要の焼灼点間隔」と呼ぶ）を空けられ、遠位（腎
臓Ｋ）から近位（大動脈Ａ）への引戻し中に円周方向で適用される。処置後に、検査血管
造影撮像が行われる。一実施形態では、除神経処置に関して考慮されて使用されるべき２
つの連続又は隣接する焼灼点ＣＰ間の所要の（最小）距離又は間隔をオペレータが提供す
ることが企図される。ユーザは、打鍵入力、又はＧＩＵウィジェット、例えばドロップダ
ウンメニュー又は他のグラフィカル入力構成などを介して、所要の焼灼点間隔を指定する
ことができる。
【００４３】
　カテーテルＤＣの不透明性により、蛍光透視画像においてカテーテルＤＣのフットプリ
ントＤＣＦＰは明瞭に見えるが、血管ＲＡの外形は見えない。血管の外形がセグメント化
されることが望まれる又は必要である場合、少なくとも一時的に腎動脈ＲＡに不透明性を
与えるために、ある体積の造影剤が投与され、１つ又は複数の血管造影画像を獲得するよ
うに撮像装置１００が操作される。血管造影画像は、その画素情報が動脈のフットプリン
ト又は投影図を符号化（即ち表現）することが可能な投影画像である。周囲の腎動脈に対
する（先端Ｔの位置によって測定される）カテーテルＤＣの現在の位置を画面Ｍ上に表示
するために、適切なロードマッピング技法が使用され得る。次いで、蛍光透視画像ＩＭと
ロードマップグラフィックス要素が画面Ｍ上に一緒に表示されてよく、又は、オペレータ
が血管のフットプリントを実際に見ることを望む限り、現在の蛍光透視画像の代わりに血
管造影画像が表示される。除神経の目的で、動脈ＲＡは、カテーテルＤＣが進むべき経路
を決定する。しかし、本明細書で述べられる例示的な除神経以外に関連して、医療用デバ
イスＤＣの動作経路を画定するために他の臓器のフットプリント又は標識が使用され得る
。
【００４４】
　一度に１つずつ焼き焦がし点が適用される所望の均一なパターンでオペレータがカテー
テル先端Ｔを正確に位置決めするための補助となるように、図２における構成は装置Ａも
含み、その動作を以下により詳細に説明する。一般に、装置Ａは、現在の投影画像ＩＭに
基づいてグラフィカルユーザインターフェースＧＵＩを生成し、次いで、グラフィカルユ
ーザインターフェースＧＵＩは、前記現在の蛍光透視画像ＩＭ若しくは血管造影画像に、
又はライブ蛍光透視画像のシーケンスの任意の１つにオーバーレイして（モニタＭ上に）
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示される。一実施形態では、ユーザインターフェースＧＵＩは、デジタルゲージＤＲを含
み、オペレータが現実的に距離を読み取ることを可能にする。ゲージＤＲは、「デジタル
定規」の形態を取ることができ、これは、動脈ＲＡ又はデバイスＤＣに対して自動的に整
合及び／又はスケール調整され、及び／又は画像内に位置決めされる。一実施形態では、
装置Ａは、ＧＵＩを、カテーテル先端Ｔの現在の焼灼位置又は前の焼灼位置を表す信号に
基づかせるように動作する。このとき、ＧＵＩは、現在の及び／又は次の焼灼位置を示す
ために、ゲージＤＲの代わりに、又はゲージＤＲと共に、１つ又は複数のマーカＭＣ、Ｍ
Ｐを含む。
【００４５】
　図４は、現在の投影画像ＩＭにオーバーレイされた前記グラフィカルユーザインターフ
ェースＧＵＩのより詳細な図を示す。投影画像ＩＭは、除神経カテーテルＤＣのフットプ
リントＤＣＦＰと、カテーテルの通電可能な先端ＴのフットプリントＴＦＰとを示す。前
述のように、腎動脈フットプリントは、放射不透明性の欠如により示されないが、少なく
とも動脈の向き及び延びは、デバイスＤＣ又はそのガイドワイヤのフットプリントＤＣＦ
Ｐから間接的に導出可能である。
【００４６】
　一実施形態によれば、グラフィカルユーザインターフェースＧＵＩは、前記画像ＩＭに
オーバーレイされて、次の点状焼灼操作のためにカテーテル先端位置Ｔが位置決めされる
べき焼灼の次の標的位置に関するマーカＭＣを含む。
【００４７】
　一実施形態によれば、焼灼が適用されたばかりの直前の焼灼位置の位置に関するマーカ
ＭＰも存在する。
【００４８】
　一実施形態によれば、次のカテーテル先端位置のマーカ位置ＭＣのみが表示されて、カ
テーテル先端位置を次に位置決めすべき場所にオペレータを誘導する。
【００４９】
　図４に示される「２マーカ」実施形態での状況は、ＭＣ（実線で示される）によって示
される次の焼灼のための次の（所期の）カテーテル先端標的位置と共に、前の焼灼位置も
示され、マーカＭＰ（破線で示される）によって表示されるものである。図４は、先端Ｔ
がマーカ位置Ｍにちょうど達した状況を示す。この２マーカ実施形態では、カテーテル先
端が次の標的点に達すると直ぐに、グラフィカルユーザインターフェースＧＵＩが更新さ
れ、マーカの切替わりが生じ、即ち、前のマーカＭＰが消去され、マーカＭＣがここで新
たな前の焼灼位置になり、新たなマーカ（図示せず）がポップアップし、マーカＭＣの右
に、所要の焼灼相互間隔で表示される。次いで、このサイクルは、（点ＭＣでの焼灼が達
成された後に）先端Ｔが新たな次の焼灼位置に向かって腎動脈ＲＡを通る行程を進み続け
るにつれ繰り返される。このようにすると、任意の所与の時点に２つのマーカＭＣ、ＭＰ
、即ち前の位置ＭＰと、オペレータが次にカテーテル先端Ｔの位置を位置決めする必要が
ある次の位置ＭＣのみが示される。
【００５０】
　しかし、他の実施形態は、より長い「終端（trailing end）」を有することも考えられ
、即ち、ここでは、次のカテーテル先端焼灼位置と共に、前の焼灼位置（前のｎ≧２個の
位置）も表示される。これは、任意の時点にただ１つのマーカＭＣ、即ち先に進んだ位置
にある次の焼灼点に関する位置のみが表示される前述の１マーカ実施形態とは対照的であ
る。前記マーカは、ユーザによって観察されて、１箇所ずつそれぞれの位置に先端が接近
したときに、画面Ｍにわたってホップする。
【００５１】
　マーカの切替わりをトリガする信号は、述べられるように、先端ＴのフットプリントＴ
ＦＰと、次の焼灼点のマーカＭＣによって定められる位置との交差である。しかし、他の
実施形態では、前記信号は、以下により詳細に述べられるように、除神経カテーテルＤＣ
の動作によって提供される。更に別の実施形態では、信号は時間ベースであり、即ち、（



(12) JP 6275158 B2 2018.2.7

10

20

30

40

50

蛍光透視画像のシーケンスにわたって追跡される）先端ＴのフットプリントＴＦＰの現在
の位置が、オペレータがその点で焼灼を実施していると装置によって解釈される所定のタ
イムリミットよりも長く所与の点にあるときに信号が発出する。信号に関する更なる詳細
は、以下に更により詳細に述べられる。
【００５２】
　図４に示されるように、マーカＭＰ、ＭＣは、ある色で表示された単純な水平線分とし
て表現されてよく、色は、マーカが表示されている画像ＩＭの画像平面の現在の背景に基
づいて、より良く目立つように自動的に適合される。即ち、デジタル定規及び／又はマー
カの色付けは、マーカ又はデジタル定規がオーバーレイされている関連の画像の背景色に
対して変化する。例えば、画像平面の背景が暗い場合、デジタル定規の関連部分はより明
るい色で示され、逆も成り立つ。更に換言すると、デバイスが患者を通って進むにつれて
、マーカ及び／又はデジタル定規の外観が変化する。
【００５３】
　他の実施形態では、マーカは、円、十字線、レチクルなどとして表示され得る。マーカ
はバーチャルであり、即ち人工の画素パターン又は記号によって定義される。一実施形態
では、ユーザインターフェース発生器ＵＩＧが、「既製」ウィジェットのライブラリから
適切な基本形状を検索し、その基本形状からマーカが構成される。次いで、ユーザインタ
ーフェース発生器ＵＩＧは、適切なスケール調整後に、所定の位置にマーカを表示する。
一実施形態では、マーカＭＰ、ＭＣは、画像ＩＭ内で血管ＲＡフットプリント上に（例え
ば円として、又はより一般的には点状の表現として）配置される。この場合、動脈フット
プリントのセグメント化は、対応する血管造影画像で行われる。しかし、（腎除神経に関
して当て嵌まるように）デバイスＤＣのフットプリント自体が対象の関連の臓器ＲＡに関
する良好なインジケータである状況では、マーカは、デバイスＤＣのフットプリント上に
／フットプリントに沿って配置される。腎除神経の場合のように遠位から近位に延びる経
路では、カテーテルガイドワイヤが、予想されるマーカ位置の経路を定義する。この場合
、次いで、ワイヤＤＣのフットプリントがセグメント化され、これは蛍光透視画像自体で
行われてよく、従って血管造影画像は必要とされず、即ち血管ＲＡ自体のセグメント化は
必要とされない。次に、装置Ａの動作をより詳細に説明する。
【００５４】
動作
　除神経カテーテル位置決めツールＡは、入力ポートＩＮと、前述のようにユーザインタ
ーフェース発生器ＵＩＧとを備える。
【００５５】
　装置Ａは、入力ポートＩＮを介して、現在の投影画像ＩＭと、現在のカテーテル先端位
置及び／又は現在の焼灼位置を示す信号とを受信する。また、それぞれに関して別々の入
力ポートを有する実施形態も存在し得る。
【００５６】
　以下のような２つの基本的な実施形態が考えられる。一実施形態では、現在の焼灼位置
は、除神経システムＤＳとインターフェースすることによって得られる。この実施形態で
は、装置Ａは、適切に構成されたインターフェースを含み、除神経システム内部の適切な
信号が傍受され、カテーテルの先端Ｔの通電を示すものと考えられる。即ち、通電信号が
傍受されるとき、これは、カテーテル先端が所望の焼灼点に達しているものと解釈される
。次いで、セグメント化装置が、現在の画像を使用して、例えば画素濃淡値に基づくしき
い値設定によって、カテーテルの先端に関してセグメント化を行う。当然、カラー画像で
の画素値の評価も、本明細書に含まれるものと考えられる。カテーテルの先端の形状は既
知であるため、画像平面Ｘ、Ｙ内でのカテーテル先端のセグメント化は迅速に取得され得
る。２マーカモードでは、次いで前記位置がユーザインターフェース発生器ＵＩＧに転送
され、ユーザインターフェース発生器ＵＩＧは、その現在の焼灼位置に交差するように、
マーカＭＰに関するウィジェットの表示をレンダリングして配置することによって応答す
る。次いで、次の焼灼位置ＭＣが、方向ｄに沿って、指定された焼灼点間隔で表示される
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。（画像平面内でデジタル定規ＤＲを方向付けるためにも使用される）前記マーカ伝播方
向の決定は、以下により詳細に説明される。
【００５７】
　別の実施形態では、セキュリティメカニズムも存在する。なぜなら、例えば、血管壁に
対する先端の並置が十分でないとユーザがみなした場合に、焼灼が中止又は中断（無効化
）され得るからである。実際には、「焼灼完了」ＯＫ信号を待機すべきである。しかし、
発生器は、（インピーダンス、エネルギー、及び温度など特定のＤＳパラメータを意味す
る）この情報を提供し、所与の時間（約２分）にわたって特定の限度内に留まる。それら
のＤＳパラメータは、ＤＳ発生器の問合せによって検索され得る。ＤＳ発生器で、それら
のパラメータは正確に監視される。
【００５８】
　上記の実施形態では、デバイスが取るべき経路に関する十分な手がかりをデバイスＤＣ
フットプリントＤＣＦＰ自体が与えない場合、又は（図３に示されるように除神経処置に
対して上で説明された引戻しに関するバックトラッキング処置とは対照的に）マーカに関
する経路が最初に確立される必要があるフォワードトラッキング処置でデバイスが使用さ
れる場合に、セグメント化装置が使用され得る。一実施形態では、対応する血管造影画像
が使用され、対象の血管ＲＡは、セグメント化され、例えばスプライン曲線によって近似
された長手方向境界又は中心線の１つを有する。このとき、その曲線が伝播方向を定義し
、焼灼点マーカＭＣ、ＭＰは、その伝播方向に沿って配置され、デバイスがその経路に沿
って進むときに「ポップアップ」する。曲線が直線状でない場合、所要の焼灼点間隔は弧
長に関して定義される。
【００５９】
　他の基本的な実施形態では、現在の焼灼点位置の決定は、除神経システムＤＳとインタ
ーフェースすることなく実現される。この実施形態は、画像処理技法及び画像メタデータ
に対してのみ作用する。この画像処理ベースの実施形態は、所定の期間、即ち所与の点で
焼灼操作を終了するまでにかかる期間にわたって除神経カテーテル先端が留まっていたか
どうかに関する決定ステップを含む。１点毎の焼灼期間は既知であり、通常は約２分程度
であり、設定パラメータとしてシステムに提供される。しかし、ある点での実際の焼灼は
、蛍光透視監視の下で完全には行われず、患者に照射しないように１回又は複数回中断さ
れ、従って、「オンビーム」なのは焼灼開始のみである。画像処理技法を用いた焼灼時間
の決定をそれでも十分に「ロバスト」にするために、少なくとも所要の焼灼適用時間にわ
たってカテーテル先端ＤＣが実際に留まっていたことを十分な信頼性で立証しなければな
らない。蛍光透視監視の中断に対応するために、個々の蛍光透視画像フレームのタイムス
タンプが評価される。焼灼操作開始に対応するものと、焼灼操作終了（又は焼灼操作終了
直後、しかしまだ先端が実際に移動される前）に対応するものとの２つの連続する画像ラ
ンにおいてカテーテル先端ＤＣが同じ位置に留まっていることが判明した場合、装置の決
定論理は、（先端位置とタイムスタンプを比較することによって）有効な焼灼が現在の位
置で実際に行われたと結論付け、次いで、本明細書で前述されたように、次の焼灼位置点
に関するマーカＭＣが表示される。
【００６０】
　除神経処置中、一実施形態では、カテーテル先端Ｔの現在の位置は、画素濃淡値に基づ
くしきい値設定によるセグメント化を使用して、蛍光透視画像のシーケンスにわたって自
動的に追跡される。次いで、マーカは、それぞれの画像平面位置でそれぞれの蛍光透視画
像にオーバーレイされる。
【００６１】
　図４で理解され得るように、カテーテル先端が、腎動脈を通るその経路を辿るとき、マ
ーカＭＰ、ＭＣも同様に、前記方向（本明細書では伝播方向ｄと呼ぶ）での経路を辿る。
図４に矢印ｄで示されるように、本明細書で提案される装置Ａによって、前記方向が、現
在の画像ＩＭの画像フィーチャから自動的に決定されることが企図される。方向は、考慮
中の対象臓器のフットプリントによって、及び／又はこの場合にはカテーテルＤＣなど現
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在の医療用デバイスのフットプリントによって取得され得る。マーカＭＰの伝播のこの自
動決定を行うために、一実施形態では、臓器又はデバイスフットプリント画像が初期画像
内でセグメント化され、セグメント化の境界にスプライン曲線が当て嵌められる。次いで
、前記曲線に沿った接線方向が、例えば前記接線方向を平均化することによって焼灼点マ
ーカの伝播方向を定義するために使用される。方向は、前述の湾曲境界に関して変化して
もよいが、腎動脈ＲＡの場合のように一定でもよい。腎動脈ＲＡは、本質的に直線状に延
び、それにより、引戻し全体を通じてカテーテルの直線配置を与える。臓器フットプリン
ト及び／又は医療用デバイスフットプリントの幾何形状が、円形フットプリントなど、中
心対称性により「自然な方向」を有さない場合、図４に示されるような対話式マーカｄの
ための更なるＧＵＩウィジェットがオーバーレイされ得る。前記マーカは、マウスをクリ
ックしてドラッグする、若しくは（タッチ画面実施形態に関しては）タッチしてスワイプ
するアクション、又はキーボード打鍵によって方向を定義することを可能にする。例えば
、タッチしてスワイプする際、ユーザの指又はユーザによって操作されるスタイラスが、
マーカｄ（他の例では、方向／向きの変化を示唆する丸い矢印又は同様の記号が使用され
る）によって示される画面領域で画面Ｍの表面と接触する。指と画面との接触後、その接
触を保ちながら、ユーザは、あるジェスチャを行い、例えば所望の方向に弧を描く。制御
装置ＵＩＧは、タッチイベントを回転角度に変換するように動作する。このようにすると
、対話式方向マーカｄが、所望の伝播方向に回転され得て、（指でのダブル「タップ」又
はマウスのダブルクリックによって）現在の除神経処置に関して伝播方向をロックするこ
とを可能にする。次いで、焼灼点マーカは、そのようにして指定された方向に沿って１つ
ずつ画面上に「ポップアップ」する。伝播方向が自動的に決定され得るか否かに関係なく
、伝播方向をロック解除して変更するためのオプションをユーザに残すために、方向イン
ジケータｄはいずれにせよ表示され得る。
【００６２】
　即ち、装置Ａは、臓器及び／又は医療用デバイス位置に基づく臨床的に意義のある方法
でマーカの伝播方向を整合するように作用する。一実施形態では、血管ＲＡセグメント化
は、対応する血管造影図で実行され、そこから導出される伝播ｄは、（腎除神経に関して
当て嵌まるように、標的の位置でほとんど動きがないと仮定して）蛍光透視画像ＩＭで使
用されるものとなる。前述のように、幾つかの実施形態は、バックトラック焼灼の場合に
ワイヤに依拠する。どちらの場合にも、関連の血管ＲＡ（若しくはその一部）又はデバイ
スＤＣ（若しくはカテーテルガイドワイヤなど関連のデバイス）のセグメント化が実行さ
れる。
【００６３】
　一実施形態によれば、バーチャルデジタル定規又はゲージＤＲが、マーカＭＰ又はＭＣ
と共に表示される。ゲージの目盛りＧＲ又はスケール調整は、現在の除神経処置の要件に
自動的に適合される。
【００６４】
　一実施形態によれば、図４に示されるように、ゲージＤＲは、両方向（又は一方向）矢
印で示される目盛りＧＲ付きのリードラインによって表され、目盛りＧＲは、前記リード
に垂直に配置された短い線分によって表される。図４は、ゲージＤＲの「定規」実施形態
を示す。
【００６５】
　任意の蛍光透視画像に表示されるカテーテル先端のフットプリントが現在の焼灼点から
次の表示されたマーカに進むようにカテーテルを移動させることにより、先端が所要の焼
灼点間隔距離だけ現実に進むように、任意の２つの連続するマーカ又はＤＲ目盛りＧＲに
よって定められる画面上での距離が計算される。このために、ＧＵＩ制御装置は、ＳＩＤ
及び現在の画面解像度並びに／又は画面サイズなど現在の撮像装置の幾何学を使用して、
画面上でのマーカ距離と現実の所要の焼灼点相互距離との間の適正なスケール調整を計算
する。別の例では、（抽出される）焼灼先端の物理的な寸法が、先端位置でのｍｍ／画素
関係を十分な精度で決定するために使用され得る。従って、マーカ間の距離とデジタル定
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規ＤＲ上の目盛りＧＲ間の距離は、幾つかの実施形態では、１：１の尺度で示されてよく
、他の実施形態では、画面上での距離は、カテーテルＤＣが進む現実の距離とは異なる。
本明細書で提案されるグラフィカルユーザインターフェース制御装置ＧＵＩＣは、画面上
での距離／スケール調整の観察によって常に適正なカテーテル先端Ｔの位置決めが終始も
たらされるように、目盛り及びマーカを配置する。
【００６６】
　ゲージＤＲ上に目盛りＧＲを振るために使用されるスケールは、撮像装置１００のシス
テム幾何学（システムのアイソセンタにいる患者における１画素当たりのミリメータ値）
から決定され得る。円錐ビームの幾何学では、検出器Ｄで観察される画素距離と患者ＰＡ
Ｔでの対応する現実の距離との間の既知の相似関係が存在する。相似比は、患者における
所与の深さで既知である。Ｃアームシステムでは、対象領域ＲＯＩは、撮像装置システム
１００のほぼアイソセンタに配置され、従って、ＣアームＣＡが回転するとき、ＲＯＩは
画像のほぼ中心に位置する。アイソセンタ条件は、深さ情報を提供する。他の実施形態で
は、例えば、予め知られており、インターベンションの開始時にユーザによって指定され
得るカテーテルガイドワイヤの直径又は焼灼先端Ｔの寸法のセグメント化による自動測定
によって、画像コンテンツから所要のスケール調整が決定される。
【００６７】
　前述のように、ＧＵＩ制御装置は、一実施形態では、「トラッカ」モードで動作するこ
とができ、現在の先端位置Ｔに関するマーカを更に生成して表示する。これは、高精度で
の位置決めの補助となる。なぜなら、オペレータは、ここで、現在の位置マーカを次の焼
灼点位置ＭＣに関するマーカと重ねるようにカテーテル先端Ｔを移動させるタスクに集中
することができるからである。前記トラッカマーカは、定規に直交し、カテーテル先端Ｔ
の中心を通るラインとしてレンダリングされ得る。
【００６８】
　バーチャルゲージ又は定規ウィジェットＤＲは、腎動脈に平行に位置決めされる。除神
経インターベンションは、通常は、前後（ＡＰ）方向での撮像装置１００の向き付けの下
で行われるため、腎動脈ＲＶの近位部分は通常、水平線分として閲覧可能である。この実
施形態では、ゲージＤＲは、画像ＩＭの平面にわたって水平に表示され、それにより、ゲ
ージＤＲの位置が決定されると、位置決めが決定される。伝播方向を使用して、インジケ
ータｄは、適切と考えられる場合には、傾いた方向を指定するように使用されてもよい。
いずれにせよ、参照血管造影図から、又は蛍光透視画像ＩＭでのデバイスＤＣのフットプ
リントから、ゲージＤＲの位置（及び場合によっては向き）が決定され得る。引戻し中、
標的の病変の遠位端から近位端に焼灼が行われるため、インターベンションの開始時、デ
バイスＤＣは、高信頼性の標識である。それらの画像物体をセグメント化するために通常
のセグメント化技法が適用され得る。
【００６９】
　（血管造影図に依拠する直接の血管ＲＡセグメント化によって、又は焼灼デバイスＤＣ
若しくはそのガイドワイヤの関連の例示的蛍光透視画像ＩＭでのセグメント化から間接的
に）腎動脈の近位部分が識別されると、定規ＤＲは、以下により詳細に述べられる方法で
、血管プロファイルに平行に配置される。
【００７０】
　定規ＤＲは、直線状である場合、それぞれの画像ＩＭ内の血管ＲＡ又はデバイスＤＣの
フットプリントの決定された方向又は向きに近似し、即ちその方向又は向きに沿って延び
る。この平均方向は、前述のように、（血管ＲＡ又はデバイスＤＣのセグメント化によっ
て推定される）プロファイルの方向曲線に対して適用される単純な線形回帰操作によって
推定され、又は、ｉ）（除神経処置の開始時の）初期焼灼点とｉｉ）心門ＯＳ位置など解
剖学的標識位置の推定など、１対の点から推定される。一実施形態では、関連の第２の医
療用デバイス（例えば、所定位置にあり、デバイスＤＣのステアリングワイヤＤＣを支持
するために使用されるマイクロカテーテルＭＣの先端）に関して、後の点が推定される。
別の実施形態では、方向ｄを決定するための第２の位置は、撮像装置１００の幾何学を使
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用し、例えば、腎動脈に関する標準的な前後図の場合には水平な固定方向を仮定するもの
である。（「可撓性」測定テープを表現して図的に模倣するような）定規ＤＲの曲線状実
施形態の場合、定規のプロファイルは、血管のプロファイル（血管造影図から取得可能）
若しくは血管のフットプリントに平行に、又はデバイスガイドワイヤからこの血管ＲＡ内
部に進む、又は延びる。
【００７１】
　（直線状プロファイル又は曲線状プロファイルの）どちらの場合にも、定規ＤＲの方向
が推定されると、画像ＩＭ平面内で定規ＤＲの位置を決定するタスクが残っている。位置
選択は、少なくとも一部は、２つの相反する考慮事項に基づいて行われる。一方では、定
規は、簡単な読取りを可能にするように血管又はデバイスの十分近くにあるべきである。
他方では、定規は、インターベンションを妨害すべきでない。従って、定規は、血管ＲＡ
プロファイルが不確かな場合には、血管ＲＡの湾曲、傾斜、又は血管ＲＡの他の動きを見
込んだ所定の、しかしユーザ設定可能な安全マージンを有して位置決めされるべきである
。血管のプロファイルが十分な精度又は信頼性で知られており、動きが無視できるとき、
定規ＤＲは血管のより近くに配置されてよく、従ってユーザは、ユーザ入力によって、よ
り狭い安全マージンを適用するように装置に命令することができる。定規ＤＲを血管のフ
ットプリントの（方向ｄに対して）右側に配置するか左側に配置するかの決定は、用途に
依存し、ここでも、最も重要な解剖学的詳細が明瞭であり、定規ＤＲグラフィックスのオ
ーバーレイによって隠されないことを保証することによって行われる。一実施形態では、
定規ＤＲの位置は、テーブルＸＢの動きに応答して適合され、テーブルＸＢの動きは、シ
ステム１００のパラメータを問い合わせることによって知られ、及び／又は例えば骨標識
を追跡することによって画像コンテンツから推定又は導出され得る。一般に、妨害的な動
きが、定規ＤＲのオーバーレイと次の焼灼位置との重畳を引き起こす場合、ユーザインタ
ーフェース発生器ＵＩＧは、対応する補償を適用するように作用して、次の所期の（標的
）焼灼点から定規を移動させて離す。デバイスＤＣが少なくとも一部（例えば少なくとも
その焼灼先端Ｔで）セグメント化され、先端位置が詳細に監視され得て、それに基づいて
、対応して定規ＤＲの位置が変更され得るため、この「明瞭な閲覧」機能の実装は実現さ
れ得る。また、この操作は、血管造影法による支援に依拠して血管プロファイルが推定さ
れている場合には、血管造影図と蛍光透視図との差異に関してＤＲ位置を補正することも
含む。幾つかの実施形態では、任意の適切な位置に定規ＤＲウィジェットを「ドラッグア
ンドドロップ」するためにユーザ対話も企図され、又はユーザは、タッチ若しくはマウス
クリックアクションによって、定規ＤＲが配置されるべき画像平面上の任意の位置を指定
する。
【００７２】
　一実施形態では、画面Ｍはタッチ画面であり、更なるカスタマイズを可能にするために
、指でタッチして画面Ｍにわたってスワイプするアクションによって、例えばマーカを所
望の画面上のフィーチャに交差させることによって（又は交差を防止することによって）
、マーカが互いに平行にシフトされ得る。ＧＵＩ制御装置は、前記シフトを伝播方向に対
して垂直な方向に制限又は制約することによって所要の焼灼点相互間隔が考慮されること
を保証する。従って、シフトは、前記所定の伝播方向を「横切って」のみ行われ得る。ま
た、この実施形態は、非タッチ画面に関しても考えられ、この場合、マーカシフトは、対
応するポインタツールイベント、例えば（対象のマーカを）クリックしてドラッグするア
クションによって実施され得る。別の実施形態では、マーカの長さが変更され得る。例え
ば、マーカは、画像フィーチャまで延びて交差するようにより長くされてよく、又は前記
マーカを短くしてもよく、それにより、前記フィーチャのより良い視認のために、マーカ
が画像フィーチャまで延びるのを防止する。ここでも、マーカの長さ変化は、場合によっ
てはタッチ画面でタッチしてスワイプするアクション、又はマウスをクリックしてドラッ
グするアクションによって行われ得る。ここでも、長さ変化の方向は、適正な焼灼点相互
間隔を維持するように、ＧＵＩ制御装置ＵＩＧによって制御される。即ち、垂直方向から
ずれたユーザによるドラッグ又はスワイプは、前記垂直方向から離れる向きのスワイプ又
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はドラッグ成分を無視することによって自動的に補正される。
【００７３】
　別の実施形態では、個々のマーカの長さは、定規及び／又はカテーテルフットプリント
にわたって自動的に延ばされる。
【００７４】
　一実施形態によれば、ＧＵＩ制御装置は、ユーザ要求に応答して、（最新の次のマーカ
を含めて、又は含めずに）前のマーカを全てまとめて表示するようにフェードインする。
これは、適用される焼灼点が所要の焼灼点相互距離と実際に「同調（in-step）」又は「
同期（in sync）」しているかどうか、即ち現在の／最新の蛍光透視画像に示されるそれ
ぞれの焼灼点フットプリントを各マーカが通過するかどうかをユーザがチェックできるよ
うにする。（画面Ｍがタッチ画面である場合には）ユーザの「タッチしてスワイプ」する
アクションによって、又はそれに対応するマウスをクリックしてドラッグするイベントを
発出することによって、当て嵌めを微調整するために、前のマーカ全ての系が全体として
シフトされ得る。それにより、特定量の患者の動きが補償され得る。
【００７５】
　まとめると、本明細書で提案される装置Ａは、幾つかの実施形態では、「バーチャル」
デジタルゲージを自動的（即ち、ＲＯＩに合焦された投影画像ＩＭの受信後）に生成して
表示を行うように動作する。「バーチャル」デジタルゲージは、腎動脈ＲＡフットプリン
トに十分に近い、腎動脈ＲＡフットプリントに平行な適正位置に自動的に位置される。一
実施形態では、定規の代わりに、又は定規に加えて、１つ又は複数のマーカが生成され（
十字線又はカーソル）、これは、（焼灼先端の現在の位置に関する追加のマーカを含めて
、又は含めずに）ｎ個（ｎ≧１）の前の焼灼点及び／又は次の標的位置を表す。１つ又は
複数のマーカが、所要の焼灼点間隔だけ直前の焼灼点から離して位置決めされる、又は離
して配置される。
【００７６】
　図５を参照すると、一実施形態での装置Ａの操作の根底を成す方法に関するフローチャ
ートが示されている。
【００７７】
　ステップＳ５０１で、対象領域内の対象物又は前記対象物内若しくはその周囲のデバイ
スのＸ線投影画像が受信される。
【００７８】
　ステップＳ５０５で、前記対象物（腎動脈など）内又はその周囲での医療用デバイスＤ
Ｃ（通電可能なカテーテルの先端Ｔなど）のアクション（例えば除神経での焼灼）の現在
の位置及び／又は点を示す信号が受信される。
【００７９】
　ステップＳ５１０で、画面上に表示するためのマーカが生成されて、前記画像にオーバ
ーレイして表示される。マーカは、検出されたデバイスＤＣのアクションの現在の点から
所定の距離で、デバイスに関するアクション位置の次の点を示す。
【００８０】
　ステップＳ５１５で、それまでの次の位置から第２の所定の距離にあるアクション位置
の第２の点に関する第２のマーカ（第１のマーカとは異なる）が、アクション位置の前記
第２の点を示す信号の受信に応答して生成されて表示される。このようにして、動的に繰
り返して、新たなマーカが生成されて表示され、デバイスが対象物を通って進むときに相
対的な次の位置を示す。前のマーカは、一実施形態では、それぞれ更新された次のマーカ
位置と共に表示され得る。従って、それらは常に、任意の時点で表示される２つのマーカ
であり、又は、任意の１時点で、それぞれの次の先端位置を示すただ１つのマーカのみが
常に表示される。
【００８１】
　ステップＳ５２０で、ディスプレイ上でのマーカの配置に関する方向は、画像内での医
療用デバイス及び／又は対象物の検出された向きと整合され、更新される画像整合は、対
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象物又はデバイスの向きの変化と共に変化する。
【００８２】
　ステップＳ５３０で、バーチャルゲージが、マーカの少なくとも１つと共に画像上にオ
ーバーレイされて表示され、それにより、ユーザは、様々なデバイス先端位置間の距離及
び／又は腎動脈など対象物に関する長さ情報を読み取ることができるようになる。一実施
形態によれば、バーチャルゲージの方向は、デバイス及び／又は対象物の向きと自動的に
整合され、ゲージでの目盛りは、対象物又はデバイスの長さに沿って、所定の焼灼点距離
で自動的に整合される。所定の焼灼点距離は、ユーザから提供されるか、又はデータベー
スから検索され得る。
【００８３】
　装置Ａは、専用のＦＰＧＡとして、又は有線スタンドアローンチップとして構成され得
る。しかし、これは、例示的な実施形態にすぎない。
【００８４】
　代替実施形態では、構成要素Ａは、ワークステーションＣＯＮに常駐し、ワークステー
ションＣＯＮ上で１つ又は複数のソフトウェアルーチンとして実行される。装置Ａの構成
要素ＩＮ及びＵＩＧは、Ｍａｔｌａｂ（登録商標）又はＳｉｍｕｌｉｎｋ（登録商標）な
ど適切な科学的計算プラットフォームでプログラムされ、次いで、ライブラリに維持され
るＣ＋＋又はＣルーチンに変換され、ワークステーションＣＯＮに呼び出されるときにリ
ンクされ得る。
【００８５】
　本発明の別の例示的実施形態では、前述の実施形態の１つに従った方法の方法ステップ
を実行するように適合されることによって特徴付けられたコンピュータプログラム又はコ
ンピュータプログラム要素が、適切なシステム上に提供される。
【００８６】
　従って、コンピュータプログラム要素は、コンピュータユニットに記憶されてよく、コ
ンピュータユニットも本発明の一実施形態の一部になり得る。この計算ユニットは、上述
の方法のステップを実施する又はその実施を誘発するように適合され得る。更に、計算ユ
ニットは、上述の装置の構成要素を操作するように適合され得る。計算ユニットは、自動
的に動作するように、及び／又はユーザの命令を実行するように適合され得る。コンピュ
ータプログラムは、データ処理装置のワーキングメモリにロードされてもよい。従って、
データ処理装置は、本発明の方法を実施するように装備され得る。
【００８７】
　本発明のこの例示的実施形態は、本発明を初めから使用するコンピュータプログラムと
、更新によって既存のプログラムを本発明を使用するプログラムに変更するコンピュータ
プログラムとのどちらも網羅する。
【００８８】
　更に、コンピュータプログラム要素は、上述の方法の例示的実施形態の処置を実現する
のに必要な全てのステップを提供することが可能であり得る。
【００８９】
　本発明の更なる例示的実施形態によれば、ＣＤ－ＲＯＭなどのコンピュータ可読媒体が
提示され、コンピュータ可読媒体は、そこに記憶されたコンピュータプログラム要素を有
し、そのコンピュータプログラム要素は、前節によって述べられている。
【００９０】
　コンピュータプログラムは、他のハードウェアの一部と共に供給される、又は他のハー
ドウェアの一部として供給される光記憶媒体又はソリッドステート媒体など適切な媒体に
記憶及び／又は分散され得るが、インターネット又は他の有線若しくは無線電気通信シス
テムを介する形態など他の形態でも分散され得る。
【００９１】
　しかし、コンピュータプログラムはまた、ワールドワイドウェブなどのネットワークを
介して提供されてもよく、そのようなネットワークからデータ処理装置のワーキングメモ
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リにダウンロードされ得る。本発明の更なる例示的実施形態によれば、コンピュータプロ
グラム要素をダウンロードして利用できるようにする媒体が提供され、このコンピュータ
プログラム要素は、本発明の前述の実施形態の１つによる方法を実施するように構成され
る。
【００９２】
　本発明の実施形態が、様々な主題を参照して述べられることに留意されなければならな
い。特に、幾つかの実施形態は、方法クレームを参照して述べられ、他の実施形態は、装
置クレームを参照して述べられる。しかし、当業者は、上述及び後述の説明から、特に明
記されない限り、１タイプの主題に属する特徴の任意の組合せに加えて、異なる主題に関
する特徴同士の任意の組合せも、本出願によって開示されるものとみなされることを理解
されよう。しかし、全ての特徴が組み合わされてよく、特徴の単なる組合せよりも良い相
乗効果を提供する。
【００９３】
　本発明は、図面及び上記の説明で詳細に図示され説明されているが、そのような図示及
び説明は、例説又は例示とみなされるべきであり、限定とみなされるべきではない。本発
明は、開示される実施形態に限定されない。開示される実施形態に対する他の変形形態は
、図面、本開示、及び添付の特許請求の範囲の検討により、当業者には理解され得て、特
許請求される発明を実施する際に実施され得る。
【００９４】
　特許請求の範囲において、語「備える」は、他の要素又はステップを除外せず、「１つ
の」は、複数を除外しない。単一の処理装置又は他のユニットが、特許請求の範囲に記載
される幾つかの項目の機能を実現することがある。特定の手段が互いに異なる従属請求項
に記載されていることだけでは、これらの手段の組合せが有利に使用され得ないことは示
さない。特許請求の範囲における任意の参照符号は、範囲を限定するものと解釈されるべ
きではない。
【図１】 【図２】
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